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特定入院料に包括されず、別に算定できる点数項目一覧　（○ 算定可　△ 一部算定可　× 算定不可）

種　別
入院基本料等加算

（略号は表末の※ 1を参照。一部、明
細書への記載方法と異なります。）
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A300救命救急入院料

臨修、超急、妊搬、医師、地域、離
島、感入管、難入（※35）、安全、感
向、患サ、重支、報告、褥ハイ、術
疼、病薬実 ２ 、データ、入退（※18）、
認ケア、せん妄、精診、排自、地確

○○○
△（
※
２
）

○○
△（
※
３
）

○○
△（
※
４
）

○○
△（
※
５
）

△（
※
34
）

A301特定集中治療室
管理料

臨修、超急、妊搬、医師、地域、離
島、感入管、難入（※35）、精リ、が
ん拠、安全、感向、患サ、重支、報
告、褥ハイ、術疼、病薬実 ２ 、デー
タ、入退（※18）、認ケア、せん妄、
精診、排自、地確

○○○
△（
※
２
）

○○
△（
※
３
）

○○
△（
※
４
）

○○
△（
※
５
）

△（
※
34
）

A301-2ハイケア�
ユニット

入院医療管理料

臨修、超急、妊搬、医師、地域、離
島、感入管、難入（※35）、精リ、が
ん拠、安全、感向、患サ、重支、報
告、褥ハイ、術疼、病薬実 ２ 、デー
タ、入退（※18）、認ケア、せん妄、
精診、排自、地確

○○○
△（
※
２
）

○○
△（
※
３
）

○○
△（
※
４
）

○○
△（
※
５
）

△（
※
34
）

A301-3脳卒中ケア
ユニット

入院医療管理料

臨修、超急、妊搬、医師、地域、離
島、感入管、難入（※35）、精リ、安
全、感向、患サ、重支、報告、褥ハ
イ、病薬実 ２ 、データ、入退（※18）、
認ケア、せん妄、精診、排自、地確

○○○
△（
※
２
）

○○
△（
※
３
）

○○
△（
※
４
）

○○
△（
※
５
）

△（
※
34
）

A301-4小児
特定集中治療室管理料

臨修、超急、医師、地域、離島、感入
管、難入（※35）、安全、感向、患サ、
重支、報告、褥ハイ、術疼、病薬実
２ 、データ、入退（※18）、精診、排
自、地確

○○○
△（
※
２
）

○○
△（
※
３
）

○○
△（
※
４
）

○○
△（
※
５
）

△（
※
34
）

A302新生児
特定集中治療室管理料

臨修、超急、医師、地域、離島、感入
管、難入（※35）、安全、感向、患サ、
重支、報告、褥ハイ、病薬実 ２ 、デー
タ、入退（※18）、排自、地確

○○○
△（
※
２
）

○○
△（
※
３
）

○○
△（
※
６
）

○○
△（
※
５
）

△（
※
34
）

A302-2新生児
特定集中治療室重症児
対応体制強化管理料

臨修、超急、医師、感入管、難入（※
35）、地域、離島、安全、感向、患サ、
重支、報告、褥ハイ、病薬実 2、デー
タ、入退（※18）、排自、地確

○○○
△（
※
２
）

○○
△（
※
３
）

○○
△（
※
６
）

○○
△（
※
５
）

△（
※
34
）

A303総合周産期
特定集中治療室管理料

臨修、超急、妊搬、感入管、難入（※
35）、医師、地域、離島、安全、感向、
患サ、重支、報告、褥ハイ、術疼（※
２9）、病薬実 ２ 、データ、入退（※18）、
精診、排自、地確

○○○
△（
※
２
）

○○
△（
※
３
）

○○
△（
※
７
）

○○
△（
※
５
）

△（
※
34
）

A303-2新生児治療
回復室入院医療管理料

臨修、超急、医師、感入管、難入（※
35）、地域、離島、安全、感向、患サ、
重支、報告、褥ハイ、データ、入退

（※18）、排自、地確

○○○
△（
※
２
）

○○
△（
※
３
）

○○
△（
※
６
）

○○
△（
※
５
）

△（
※
34
）

A304地域包括医療
病棟入院料

臨修、救医、在緊、医師、難入（※
35）、地域、離島、特感環、栄サ、安
全、感向、患サ、報告、褥ハイ、病薬
実 1、データ、入退（※19）、医ケア、
認ケア、薬総評、排自、地確、協力

○
△（
※
39
）

○
△（
※
39
）

△（
※
39
）

×
△（
※
36
）

△（
※
37
）

△（
※
37
）

△（
※
39
）

○○
△（
※
38
）

△（
※
34
）

A305一類感染症患者
入院医療管理料

臨修、超急、妊搬、医師、地域、離
島、安全、感向、患サ、報告、褥ハ
イ、データ、入退（※19）、医ケア、
排自、地確

○○○○○○○○○
△（
※
４
）

○○
△（
※
５
）

△（
※
34
）

A306特殊疾患
入院医療管理料

臨修、超急、医師、（準）超重症、地
域、離島、特感環、安全、感向、患
サ、報告、データ、入退（※２0）、医
ケア、認ケア、排自

×××××
△（
※
８
）

△（
※
８
）

××××××
△（
※
34
）
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特定入院料に包括されず、別に算定できる点数項目一覧　（○ 算定可　△ 一部算定可　× 算定不可）
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A307小児入院医療
管理料

臨修、超急、在緊、医師、（準）超重
症、地域、離島、特感環、小環特、緩
和（ 1・２ のみ）、小緩（ 1・2のみ）、
強行（ 5 のみ）、がん拠（ 1・２ のみ）、
摂障（ 5 のみ）、安全、感向、患サ、
報告、褥ハイ、術疼、病薬実 1 、デー
タ、入退（※18）、医ケア、精診（ 5
のみ精神病棟を除く）排自、地確（ 1
～ 4 のみ）

××
△（
※
９
）

××○○×××○○
△（
※
10
）

△（
※
34
）

A308回復期リハビリ
�テーション病棟入院料

臨修、医師、地域、離島、特感環、安
全、感向、患サ、報告、データ、入退

（※19）、認ケア、薬総評、排自
×
△（
※
２5
）

○××
△（
※
８
）

△（
※
８
）

○（
※
11
）

×
△（
※
13
）

×××
△（
※
34
）

A308-3地域包括ケア
病棟入院料、地域包括
ケア入院医療管理料

臨修、在緊、医師、地域、離島、特感
環、安全、感向、患サ、報告、デー
タ、入退（※19）、医ケア、認ケア、
薬総評、排自、協力

××○××
△（
※
８
）

△（
※
８
）

△（
※
２3
）

×
△（
※
13
）

○××
△（
※
34
）

A309特殊疾患病棟
入院料

臨修、医師（※２6）、（準）超重症、地
域、離島、特感環、安全、感向、患
サ、報告、データ、入退（※２0）、医
ケア、認ケア、排自、協力

×××××
△（
※
８
）

△（
※
８
）

××××××
△（
※
34
）

A310緩和ケア病棟
入院料

臨修、妊搬、医師、地域、離島、特感
環、がん拠、安全、感向、患サ、報
告、褥ハイ、データ、入退（※19）、
排自

××
△（
※
1２
）

××
△（
※
８
）

△（
※
８
）

××××○×
△（
※
34
）

A311精神科救急
急性期医療入院料

臨修、医師、地域、離島、特感環、精
措、精応、精身、安全、感向、患サ、
報告、褥ハイ、精紹、データ、精入
支、精急（※30）、薬総評、排自、地
確

×
△△（
※
２7
）

×××
△（
※
８
）

△（
※
８
）

×○×○○×
△（
※
34
）

A311-2精神科急性期
治療病棟入院料

臨修、妊搬、医師、地域、離島、特感
環、精措、精応、精身、依存、安全、
感向、患サ、報告、褥ハイ、精紹、デ
ータ、精入支、精急（※14）、薬総評、
排自

×
△△（
※
２7
）

×××
△（
※
８
）

△（
※
８
）

×○×○○×
△（
※
34
）

A311-3精神科救急・
合併症入院料

臨修、妊搬、医師、地域、離島、特感
環、精措、精応、精身、依存、摂障、
安全、感向、患サ、報告、褥ハイ、精
紹、データ、精入支、薬総評、排自、
地確

×
△△（
※
２7
）

×××
△（
※
８
）

△（
※
８
）

△△（
※
31
）

○
△△（
※
3２
）

○○×
△（
※
34
）

A311-4児童・思春期
精神科入院医療管理料

臨修、医師（※２6）、地域、離島、特
感環、強行、摂障、安全、感向、患
サ、報告、褥ハイ、精受、データ、精
入支、薬総評、排自

×××××○○×××○×
△（
※
10
）

△（
※
34
）

A312精神療養病棟
入院料

臨修、医師（※２6）、地域、離島、特
感環、精措、精移、安全、感向、患
サ、報告、精受、データ、精入支、薬
総評、排自

×
△△（
※
２7
）

×××
△（
※
８
）

△（
※
８
）

△△（
※
２8
）

○××××
△（
※
34
）

A314認知症治療病棟
入院料

臨修、医師（※２6）、地域、離島、特
感環、精措、精身、安全、感向、患
サ、報告、精受、データ、精入支、薬
総評、排自

×
△△（
※
２7
）

×××
△（
※
８
）

△（
※
８
）

△（
※
２4
）

○
△（
※
13
）

×××
△（
※
34
）

A315精神科地域包括
ケア病棟入院料

臨修、医師（※26）、感入管、地域、
離島、特感環、精措、精応、精身、強
行、依存、摂障、安全、感向、患サ、
報告、褥ハイ、精受、データ、精入
支、薬総評、排自

×
△（
※
27
）

× × × ×
△（
※
28
）

△（
※
22
）

×○○○×
△（
※
34
）
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A317特定一般病棟
入院料

総入体、急充、臨修、救医、超急、妊
搬、在緊、録管、医師、乳・幼、感入
管、難入、（準）超重症、看配、看補、
地域、離島、環境、感染特、特感環、
重境、小環特、無菌、放室、小緩、緩
和、精リ、強行、依存、摂障、がん
拠、栄サ、安全、感向、患サ、報告、
褥ハイ、ハイ妊娠、ハイ分娩（※33）、
呼ケア、術疼、後使、バイオ、デー
タ、入退（※２1）、医ケア、認ケア、
せん妄、精診、薬総評、排自、協力

○○○○○○○○○○○○○
△（
※
34
）

（地域包括ケア入院�
医療管理が行われた�
場合）

臨修、在緊、医師、地域、離島、特感
環、安全、感向、患サ、報告、デー
タ、入退（※19）、医ケア、認ケア、
薬総評、排自、協力

××○××
△（
※
８
）

△（
※
８
）

△（
※
２3
）

×
△（
※
13
）

×××
△（
※
34
）

（90日超の患者につい
て、療養病棟入院基本
料 1の例により算定す
る場合）

乳・幼、（準）超重症、地域、離島、
感染特、療環（※15）、重皮潰（※15）、
栄サ（※16）、感向 3 （※16）、デー
タ、入退（※19）、排自

○○○×
△（
※
17
）

△（
※
17
）

△（
※
17
）

○○
△（
※
17
）

○○×
△（
※
34
）

A318地域移行機能
強化病棟入院料

臨修、医師（※２6）、地域、離島、特
感環、精措、安全、感向、患サ、報
告、データ、精入支、薬総評、排自

×
△△（
※
２7
）

×××
△（
※
８
）

△（
※
８
）

×
△（
※
２２
）

××××
△（
※
34
）

※ 1 　総入体：A２00総合入院体制加算、急充：A２00-２急性期充実体制加算、臨修：A２04-２臨床研修病院入院診療加算、救
医：A２05救急医療管理加算、超急：A２05-２超急性期脳卒中加算、妊搬：A２05-3妊産婦緊急搬送入院加算、在緊：A２06
在宅患者緊急入院診療加算、録管：A２07診療録管理体制加算、医師：A２07-２医師事務作業補助体制加算、乳・幼：A２08
乳幼児加算・幼児加算、感入管：A209特定感染症入院医療管理加算、難入：A２10難病等特別入院診療加算、（準）超重
症：A２1２超重症児（者）・準超重症児（者）入院診療加算、看配：A２13看護配置加算、看補：A２14看護補助加算、地域：
A２18地域加算、離島：A２18-２離島加算、環境：A２19療養環境加算、感染特：A２２0HIV 感染者療養環境特別加算、特感
環：A220-2特定感染症患者療養�環境特別加算、重境：A２２1重症者等療養環境特別加算、小環特：A２２1-２小児療養環境
特別加算、療環：A２２２療養病棟療養環境加算、無菌：A２２4無菌治療室管理加算、放室：A２２5放射線治療病室管理加算、
重皮潰：A２２6重症皮膚潰瘍管理加算、緩和：A２２6-２緩和ケア診療加算、小緩：A226-4小児緩和ケア診療加算、精措：
A２２7精神科措置入院診療加算、精応：A２２8精神科応急入院施設管理加算、精移：A２30-２精神科地域移行実施加算、精
身：A２30-3精神科身体合併症管理加算、精リ：A２30-4精神科リエゾンチーム加算、強行：A２31-２強度行動障害入院医
療管理加算、依存：A２31-3依存症入院医療管理加算、摂障：A２31-4摂食障害入院医療管理加算、がん拠：A２3２がん拠
点病院加算、栄サ：A２33-２栄養サポートチーム加算、安全：A２34医療安全対策加算、感向：A２34-２感染対策向上加算、
患サ：A２34-3患者サポート体制充実加算、重支：A２34-4重症患者初期支援充実加算、報告：A２34-5報告書管理体制加
算、褥ハイ：A２36褥瘡ハイリスク患者ケア加算、術疼：A２4２-２術後疼痛管理チーム加算、ハイ妊娠：A２36-２ハイリス
ク妊娠管理加算、ハイ分娩：A２37ハイリスク分娩等管理加算、精紹：A２38-6精神科救急搬送患者地域連携紹介加算、精
受：A２38-7精神科救急搬送患者地域連携受入加算、呼ケア：A２4２呼吸ケアチーム加算、後使：A２43後発医薬品使用体
制加算、バイオ：A243-2バイオ後発品使用体制加算、病薬実：A２44病棟薬剤業務実施加算、データ：A２45データ提出
加算、入退：A２46入退院支援加算、精入支：A246-2精神科入退院支援加算、医ケア：A246-3医療的ケア児（者）入院
前支援加算、認ケア：A２47認知症ケア加算、せん妄：A２47-２せん妄ハイリスク患者ケア加算、精診：A２48精神疾患診
療体制加算、精急：A２49精神科急性期医師配置加算、薬総評：A２50薬剤総合評価調整加算、排自：A２51排尿自立支援
加算、地確：A２5２地域医療体制確保加算、協力：A253協力対象施設入所者入院加算

※ ２ 　検体検査判断料のみ算定可
※ 3 　点滴注射、中心静脈注射は算定不可（ただし、薬剤料については可）
※ 4 　酸素吸入、留置カテーテル設置は算定不可（酸素・窒素は算定可）
※ 5 　病理標本作製料は算定不可
※ 6 　酸素吸入、インキュベーターは算定不可（酸素・窒素は算定可）
※ 7 　酸素吸入、インキュベーター（新生児集中のみ）、留置カテーテル設置（母体・胎児集中のみ）は算定不可（酸素・

窒素はいずれも算定可）
※ 8 　除外薬剤・注射薬のみ算定可
※ 9 　在宅療養指導管理料及びその材料加算、C２00薬剤及び C300特定保険医療材料のみ算定可
※10　病理診断・判断料のみ算定可
※11　運動器リハ及び、回復期リハビリ病棟におけるリハビリ提供実績が一定の水準以上で、実績指数が一定の水準を下

回る場合の疾患別リハは、 1 日 6 単位までの算定。ただし、これに該当する場合でも、告示別表 9 の 3 に規定する「脳
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血管疾患等の患者のうち発症後60日以内のもの」は 1 日 9 単位まで算定できる。また、運動器リハは、「入院病棟等に
おいて早期歩行、ADL の自立等を目的として疾患別リハ（Ⅰ）を算定する」場合も 1 日 9 単位まで算定できる。

※1２　在宅療養指導管理料及びその材料加算、C２00薬剤及び C300特定保険医療材料、退院時の在宅麻薬等注射指導管理料、
在宅腫瘍化学療法注射指導管理料、在宅強心剤持続投与指導管理料、在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料及び在宅寝たき
り患者処置指導管理料のみ算定可

※13　⑴回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料（入院医療管理料）、特定一般病棟入院料の注 7
　　　 　人工腎臓、腹膜灌流、特定保険医療材料（人工腎臓又は腹膜灌流に係るものに限る）、自己連続携行腹膜灌流液の

み算定可
　　　⑵認知症治療病棟入院料
　　　　人工腎臓（入院60日以内に限る）、特定保険医療材料（入院60日以内の人工腎臓に係るものに限る）のみ算定可
※14　精神科急性期治療病棟入院料 1 のみ
※15　別に届出を行った場合に限る（療養病棟入院基本料 1 の例により算定する場合を除いて、特定一般病棟入院料では

届出できない加算のため）
※16　当該医療機関に入院した日を入院初日と起算して算定する
※17　療養病棟入院基本料 1 の包括範囲と同じ
※18　 1 のイ又は 3 に限る
※19　 1 のイに限る
※２0　 1 のロ及び ２ のロに限る
※２1　 1 のイ、 ２ のイ又は 3 に限る
※２２　I011精神科退院指導料及び I011-２精神科退院前訪問指導料を除く
※２3　H004摂食機能療法のみ算定可
※２4　リハビリテーション総合計画評価料 1 、摂食機能療法、認知症リハビリテーション料のみ算定可
※２5　回復期リハビリテーション病棟入院料 1 のみ、入院栄養食事指導料、栄養情報連携料を算定可
※２6　50対 1 補助体制加算、75対 1 補助体制加算、100対 1 補助体制加算に限る
※２7　精神科退院時共同指導料 ２ のみ算定可
※２8　心大血管リハ、脳血管リハ、廃用症候群リハ、運動器リハ、呼吸器リハ、リハビリテーション総合計画評価料のみ算

定可
※２9　母体・胎児集中のみ、術後疼痛管理チーム加算が算定不可
※30　精神科急性期医師配置加算 1 ・ 3 のみ算定可
※31　心大血管リハ、脳血管リハ、廃用症候群リハ、運動器リハ、呼吸器リハ、摂食機能療法、障害児（者）リハ、がん

患者リハのみ算定可
※3２　人工腎臓、腹膜灌流及びこれらに係る特定保険医療材料のみ算定可
※33　ハイリスク分娩管理加算に限る
※34　看護職員処遇改善評価料、入院ベースアップ評価料に限る
※35　二類感染症患者入院診療加算に限る
※36　無菌製剤処理料を除く
※37　薬剤料を除く
※38　病理診断作製料は算定不可（術中迅速病理組織標本作成は算定可）
※39　『点数表改定のポイント2024年 6 月』の A304地域包括医療病棟入院料を参照




